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 熊本県知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則を廃止する規則をここ
に公布する。 
  平成２０年１１月１８日 
                                              熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
熊本県規則第６０号 
   熊本県知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則を廃止する規則 
 熊本県知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則（昭和４８年熊本県規
則第１０号）は、廃止する。 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。 
 （特例民法法人の業務の監督に関する経過措置） 
２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１８年法律第５０
号）第４２条第２項に規定する特例民法法人（以下この項及び附則第４項において「特
例民法法人」という。）の業務の監督（設立の許可の取消し及び解散の命令に係るもの
を除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算
人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。）については、なお従前の例に
よる。 

 （熊本県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例
施行規則の一部改正） 

第１１７５７号 

平成 20 年 11 月 18 日(火)

（毎週 火･金発行） 

 規  則 
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３ 熊本県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例
施行規則（平成１７年熊本県規則第６７号）の一部を次のように改正する。 

   別表第１熊本県知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則（昭和４８
年熊本県規則第１０号）の項を削る。 

  （熊本県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例 
 施行規則の一部改正に伴う経過措置） 
４ 附則第２項の規定によりなお従前の例によることとされる特例民法法人の業務の監督

に係る特例民法法人が備え付けなければならない書類等の熊本県民間事業者等が行う書
面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１７年熊本県条例第７２
号）第３条第１項に定める保存については、この規則による改正後の熊本県民間事業者
等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則別表第１の
規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 
 
 
 
 
熊本県告示第１００３号 
 次の森林を保安林予定森林にするので、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条 
の２の規定により告示する。 
  平成２０年１１月１８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県天草市枦宇土町字鶴ノ平９８８番１、１００６番 
 １、１００６番２、１０１４番１ 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字鶴ノ平９８８番１・１００６番１・１００６番２・１０１４番１（以上４筆に 
   ついて次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県天草地域振興局並びに天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第１００４号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項及び中国残留邦人等の円
滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１
４条第４項においてその例によるものとされた生活保護法第５４条の２第１項の規定によ
り指定介護機関を次のとおり指定したので、生活保護法第５５条の２及び中国残留邦人等
の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第４項においてそ
の例によるものとされた生活保護法第５５条の２の規定により告示する。 
  平成２０年１１月１８日 
                        熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
（通所介護） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 リラックスデイサービス 

 菊池市大琳寺２９２番地１３ 

 株式会社ｒｉｖｅｒ 

 菊池市大琳寺２９２番地５ 

 平成２０年９月２ 

 ５日             

 デイサービスセンターしらさぎ 

 おざや            

 八代市千丁町大牟田１２２０番 

 ２ 

 株式会社シラサギ 

 八代市北の丸町３番地５０ 

 平成２０年１０月 

 １日 

 
（短期入所生活介護）                                                             

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 うさぎ 

 人吉市宝来町４３番地１ 

 医療法人暁清会 

 人吉市宝来町１２８５番地５ 

 平成２０年９月２ 

 ９日             

 
 

 告  示 
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（介護予防通所介護）                                                             

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 リラックスデイサービス 

 菊池市大琳寺２９２番地１３ 

 株式会社ｒｉｖｅｒ 

 菊池市大琳寺２９２番地５ 

 平成２０年９月２ 

 ５日             

 デイサービスセンターしらさぎ 

 おざや            

 八代市千丁町大牟田１２２０番 

 ２ 

 株式会社シラサギ 

 八代市北の丸町３番地５０ 

 平成２０年１０月 

 １日             

 
（介護予防短期入所生活介護） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 うさぎ 

 人吉市宝来町４３番地１ 

 医療法人暁清会 

 人吉市宝来町１２８５番地５ 

 平成２０年９月２ 

 ９日             

 特別養護老人ホーム蘇望苑 

 上益城郡山都町滝上２２３番地 

 １ 

 社会福祉法人蘇清会 

 上益城郡山都町滝上２２３番地

 １                          

 平成２０年８月２ 

 ９日 

 
（居宅介護支援）                                                     

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 だんだん 

 八代市鏡町鏡５５３番地４ 

 株式会社暖暖 

 八代市鏡町鏡５５３番地４ 

 平成２０年１０月 

 １５日           

 居宅介護支援センター曲野 

 宇城市松橋町曲野４番地１ 

 株式会社かめつる健康福祉会 

 宇城市松橋町曲野４番地１ 

 平成２０年１０月 

 ２１日           

 
 
熊本県告示第１００５号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項の規定により指定居宅サービス
事業者を次のとおり指定した。 
  平成２０年１１月１８日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （通所介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービスながくさ 

阿蘇市永草１７９０－７ 

合同会社ピースフル 平成２０年１１月７日 

 
 
熊本県告示第１００６号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項の規定により指定介護予防サー
ビス事業者を次のとおり指定した。 
  平成２０年１１月１８日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （介護予防通所介護）                                                           

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービスながくさ 

阿蘇市永草１７９０－７ 

合同会社ピースフル 平成２０年１１月７日 

 
 
熊本県告示第１００７号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２０年１１月１８日から６０日間、熊本県土木部道路保全課にお
いて一般の縦覧に供する。 
  平成２０年１１月１８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 
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道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

前

  6.2 

  ～ 

  9.0 

 47.0 

  6.2 

  ～ 

  9.0 

 47.0 

一般県道 小川八代

線 

八代市東陽町小浦字田ノ迫 

    ５０４番１地先から 

同所 

    ６２９番１地先まで 

後
  4.0 

  ～ 

  4.1 

 52.0 

単道改 

       
２ 区域を変更する期日 平成２０年１１月１８日 

 
 
熊本県告示第１００８号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２０年１１月１８日から６０日間、熊本県土木部道路保全課にお
いて一般の縦覧に供する。 
  平成２０年１１月１８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 

備 考 

一般県道 小川八代線 八代市東陽町小浦字田ノ迫 

          ５０４番１地先から 

同所 

          ６２９番１地先まで 

   52.0 単道改 

       
２ 供用を開始する期日 平成２０年１１月１８日 

 
 
熊本県告示第１００９号 
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条の２の５第
１項の規定により産業廃棄物処理施設の変更許可申請があったので、同条第２項において
準用する同法第１５条第４項の規定により次のとおり告示し、申請書（添付された書類及
び図面を含む。以下同じ。）を縦覧に供する。 
 なお、同条第６項の規定により当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する
者（以下「利害関係者」という。）は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経
過する日までに、熊本県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することがで
きる。 
    平成２０年１１月１８日 
                                           熊本県知事  蒲 島  郁 夫    
１ 申請者の住所、名称及び代表者の氏名 
  東京都北区王子一丁目４番１号 
    日本製紙株式会社 代表取締役 芳賀義雄 
２ 産業廃棄物処理施設の設置の場所 
    熊本県八代市十条町２２８番地 
３ 産業廃棄物処理施設の種類 
  産業廃棄物の中間処理施設であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭

和４６年政令第３００号。以下「政令」という。）第７条第３号、第７号、第８号及び
第１３号の２に掲げるもの 

４  産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類 
  汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず 
５ 産業廃棄物処理施設の処理能力 

政令第７条第３号に規定する汚泥の焼却施設 ３０２．６立方メートル/２４時間 
政令第７条第７号に規定する廃プラスチック類の破砕施設 １６トン/８時間 
政令第７条第８号に規定する廃プラスチック類の焼却施設 ６．９トン/２４時間 
政令第７条第１３号の２に規定する産業廃棄物の焼却施設 ２４トン/２４時間 

６  申請年月日 
    平成２０年１０月１４日 
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７ 申請書の縦覧場所 
    熊本県八代市西片町１６６０番地 熊本県八代保健所衛生環境課 
８ 縦覧の期間及び時間 
  (１) 期間 
     平成２０年１１月１８日から平成２０年１２月１８日まで（日曜日及び土曜日、 
   国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。） 
  (２) 時間 
       午前８時３０分から午後５時３０分まで（正午から午後１時までを除く。） 
９ 利害関係者の意見書の提出先及び記載事項                 
  (１) 提出先 
        次のいずれかの部署に提出すること。 
  ア 〒８６２－８５７０ 熊本市水前寺六丁目１８番１号  熊本県環境生活部廃棄物 
   対策課 
  イ 〒８６６－８５５５ 八代市西片町１６６０番地 熊本県八代保健所衛生環境課 
  (２) 記載事項 
    次の事項を日本語で記載すること。 
    ア 提出者の住所及び氏名 
    イ 対象とする事業名 
        事業が特定できるように記載すること。 
      （例）「日本製紙株式会社が八代市に設置している産業廃棄物処理施設（焼却施設 
     等）事業（平成２０年１０月１４日変更許可申請の事業）」 
    ウ 生活環境の保全上の見地からの意見 
１０ 問い合わせ先 
      不明な点等がある場合は、次のいずれかの部署に問い合わせること。 
  (１)  熊本県環境生活部廃棄物対策課  電話番号０９６－３３３－２２７８ 
  (２)  熊本県八代保健所衛生環境課  電話番号０９６５－３３－３１９８ 

 
 
熊本県告示第１０１０号 
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条第１項の規
定により産業廃棄物処理施設の設置許可申請があったので、同条第４項の規定により次の
とおり告示し、申請書（添付された書類及び図面を含む。以下同じ。）を縦覧に供する。 
 なお、同条第６項の規定により当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する
者（以下「利害関係者」という。）は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経 
過する日までに、熊本県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することがで
きる。 
    平成２０年１１月１８日 
                                           熊本県知事  蒲 島  郁 夫    
１ 申請者の住所、名称及び代表者の氏名 
    熊本県鹿本郡植木町山本４８８番地 
    寿徳開発株式会社 代表取締役 濱津優子 
２ 産業廃棄物処理施設の設置の場所 
    熊本県鹿本郡植木町滴水字投刀塚谷１０９番１ほか 
３ 産業廃棄物処理施設の種類 
    産業廃棄物の 終処分場であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 
 ４６年政令第３００号）第７条第１４号ロに掲げるもの（安定型 終処分場） 
４  産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類 
    廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器 
 くず、がれき類 
５ 産業廃棄物処理施設の処理能力 
    埋立面積   27,956 平方メートル 
  埋立容量 349,110 立方メートル 
６  申請年月日 
    平成２０年３月３日 
７ 申請書の縦覧場所 
    山鹿市山鹿４６５番地２ 熊本県山鹿保健所衛生環境課 
８ 縦覧の期間及び時間 
  (１) 期間 
     平成２０年１１月１８日から平成２０年１２月１８日まで（日曜日及び土曜日、 
   国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。） 
  (２) 時間 
       午前８時３０分から午後５時３０分まで（正午から午後１時までを除く。） 
９ 利害関係者の意見書の提出先及び記載事項                 
  (１) 提出先 
        次のいずれかの部署に提出すること。 
  ア 〒８６２－８５７０ 熊本市水前寺六丁目１８番１号  熊本県環境生活部廃棄物 
   対策課 
  イ 〒８６１－０５０１ 山鹿市山鹿４６５番地２ 熊本県山鹿保健所衛生環境課 
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  (２) 記載事項 
    次の事項を日本語で記載すること。 
    ア 提出者の住所及び氏名 
    イ 対象とする事業名 
        事業が特定できるように記載すること。 
      （例）「寿徳開発株式会社が植木町に設置している産業廃棄物処理施設（安定型  
     終処分場）事業（平成２０年３月３日設置許可申請の事業）」 
    ウ 生活環境の保全上の見地からの意見 
１０ 問い合わせ先 
      不明な点等がある場合は、次のいずれかの部署に問い合わせること。 
  (１)  熊本県環境生活部廃棄物対策課  電話番号０９６－３３３－２２７８ 
  (２)  熊本県山鹿保健所衛生環境課  電話番号０９６８－４４－４１２１ 
 
 
 
 
 
熊本県公告第７７５号 
  次の河川に係る河川整備計画を定めたので、河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１
６条の２第６項の規定により、次のとおり公表する。 
    平成２０年１１月１８日 
                                             熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 河川名 １級河川緑川水系鶯川 
２ 河川整備計画の公表場所 
   熊本県土木部河川課及び熊本県熊本土木事務所企画調査課 
３ 公表する日  
   平成２０年１１月１８日 

 
 
熊本県公告第７７６号  
  農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第８条第１項の規定により農地保
有合理化事業規程の変更を承認したので、同条第２項において準用する同法第７条第５項
の規定により公告する。 
  平成２０年１１月１８日 
                                     熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 農地保有合理化法人の名称 熊本市農業協同組合 
２ 農地保有合理化事業規程の名称 熊本市農地保有合理化事業規程 
３ 変更内容  
 （１） 事業実施区域を、「熊本市（旧下益城郡富合町を除く。）」に変更する。 

 
 
熊本県公告第７７７号 
 球磨郡錦町に事務所を置く中球磨土地改良区の役員が次のとおり就任した旨の届出があ
ったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により公告
する。 
  平成２０年１１月１８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

 役職名     氏   名    住  所 

 監事  免田 文雄   球磨郡あさぎり町免田西１５８３番地  

 
 
熊本県公告第７７８号 
 都市計画事業の施行について、九州地方整備局告示があったので、都市計画法（昭和４
３年法律第１００号）第６６条の規定に基づき、次のとおり公告する。 
    平成２０年１１月１８日 
                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 施行者の名称 熊本県 
２  都市計画事業の種類及び名称 平成２０年九州地方整備局告示第１２１号熊本都市計 
 画道路事業３・５・４５号上熊本弓削線 
３ 事務所の所在地 熊本県熊本市東町三丁目１１－６３ 
４ 事業施行期間 平成２０年１０月１４日から平成２８年３月３１日まで 
５ 事業地  収用の部分 熊本県熊本市薬園町、妙体寺町、西子飼町、東子飼町及び子飼 
            本町地内 
           使用の部分 なし 

 
 

 公  告 
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熊本県公告第７７９号 
 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に基づき、県営鹿
本北部二期地区（原工区）土地改良事業（農業用用排水施設）の計画を変更したので、同
条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定に基づき公告し、土地改良事業計画
書の写しを次のように縦覧に供する。 
 この土地改良事業計画につき異議のある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１
５日以内に異議申立てをすることができる。 
  平成２０年１１月１８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 縦覧に供する書類 
  変更後の県営鹿本北部二期地区（原工区）土地改良事業（農業用用排水施設）計画書

の写し 
２ 縦覧期間 
  平成２０年１１月１９日から平成２０年１２月１７日まで 
３ 縦覧場所 
  山鹿市役所 

 
 
熊本県公告第７８０号 
 薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第３６条の４第１項に規定する登録販売者試験を
次のとおり実施する。 
  平成２０年１１月１８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 試験 
 （１） 日時 平成２１年２月１５日（日） 午前１０時から午後３時３０分まで 

試験の説明を午前９時３０分から行うので、それまでに試験室に入室すること。 
なお、荒天のため試験を実施できない場合は、平成２１年２月２１日（土）に 

        延期する。 

     試 験 時 間      試 験 項 目 

 午前１０時から正午まで  医薬品に共通する特性と基本的な知識 

 人体の働きと医薬品 

 医薬品の適正使用・安全対策 

 午後１時３０分から３時３０分まで  主な医薬品とその作用 

 薬事関連法規・制度 

 （２） 場所 国立大学法人熊本大学（工学部２号館） 熊本市黒髪二丁目３９番１号 
        ※ 試験会場には受験者用の駐車場がないので、試験当日は必ず公共交

通機関を使用すること。 
 （３） 試験実施方法 
         試験は、以下の項目について筆記試験を行う。 

      試 験 項 目 問題数 

 医薬品に共通する特性と基本的な知識 ２０問 

 人体の働きと医薬品 ２０問 

 医薬品の適正使用・安全対策 ２０問 

 主な医薬品とその作用 ４０問 

 薬事関連法規・制度 ２０問 

     ※ 九州各県では、試験日及び試験問題を統一して試験を実施します。 
２ 受験手続等 
 （１） 受験願書の請求 
     受験願書は、熊本県健康福祉部薬務衛生課及び各地域振興局保健福祉環境部衛

生環境課（保健所衛生環境課（熊本市の保健所を除く。））で配布する。 
     なお、郵便により受験願書を請求する場合は、表面に「登録販売者試験受験願

書請求」と朱書きした封筒に、返信用封筒（返信先を明記し、１４０円分の切手
を貼った角２形の封筒（１部請求の場合））を同封のうえ請求することとする。 

 （２） 願書受付期間 
     平成２０年１２月１日（月）から平成２０年１２月１９日（金）まで（土曜日

及び日曜日を除く。）とし、受付時間は、午前８時３０分から午後５時３０分ま
でとする。 

     ただし、郵送による場合は、平成２０年１２月１日（月）から平成２０年１２
月１９日（金）までの間の消印があるものを有効とする。 

 （３） 提出先 
    ア 熊本県内に居住若しくは勤務する者 
      寄りの各地域振興局保健福祉環境部衛生環境課（保健所衛生環境課（熊本

市の保健所を除く。））、熊本市内にあっては熊本県健康福祉部薬務衛生課 
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    イ ア以外の者及び郵送で提出する者 
      熊本県健康福祉部薬務衛生課 
 （４） 提出書類 
     提出書類は以下のとおりとする。また、受験資格及び受験資格を有することを

証する書類は、「３ 受験資格等」に掲げるとおりとする。 
ア 登録販売者試験受験願書 
イ 受験資格を有することを証する書類 
ウ 写真 

      提出前６箇月以内に撮影したもので、縦５ｃｍ、横４．５ｃｍ程度の上半身、
脱帽、正面向きで、本人であることが確認できるものとする。また、この写真
の裏面に氏名及び生年月日を明記し、受験願書に貼付すること。 

 （５） 受験手数料 
     受験手数料として、１３，０００円分の熊本県収入証紙を受験願書の所定の欄

に貼付すること。 
 （６） 郵送で提出する場合 
     郵送で提出する場合は必ず書留とし、「登録販売者試験受験申込」と朱書きす

ること。熊本県収入証紙によらない場合は、以下のとおりとする。 
     ア 手数料を現金で納付する場合は、受験願書等に１３，０００円を同封し、

現金書留で郵送すること。 
     イ 手数料を郵便為替で納付する場合は、受験願書等に郵便為替（普通為替）

１３，０００円分を同封し、書留で郵送すること。 
３ 受験資格等 
  次の各号のいずれかに該当する者であることとし、必要な書類は各号に掲げるとおり

とする。 
  ただし、実務経験終了見込みの者については、実務経験見込証明書を提出し、受験日

前日までに改めて実務経験証明書を提出すること。 
 （１） 旧大学令（大正７年勅令第３８８号）に基づく大学及び旧専門学校令（明治３

６年勅令第６１号）に基づく専門学校において薬学に関する専門の課程を修了し
た者 

    ・ 卒業証書の写し（原本を提示すること）又は卒業証明書 
      ※ 郵送で提出する場合は、卒業証明書とする。 
 （２） 平成１８年３月３１日以前に学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく

大学（短期大学を除く。）に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修め
て卒業した者 

    ・ （１）に同じ 
 （３） 平成１８年４月１日以降に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学におい

て薬学の正規の課程（同法第８７条第２項に規定する６年制課程の薬学部に限る。）
を修めて卒業した者 

    ・ （１）に同じ 
 （４） 旧中等学校令（昭和１８年勅令第３６号）に基づく旧制中学若しくは学校教育

法に基づく高等学校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であって、薬局、一
般販売業（卸売一般販売業を除く。）、薬種商販売業又は配置販売業における一
般用医薬品の販売等の実務に１年以上従事した者 

    ・ 卒業証書の写し（原本を提示すること）又は卒業証明書 
      ※ 郵送で提出する場合は、卒業証明書とする。 
    ・ 実務経験（見込）証明書 
 （５） 薬局、一般販売業（卸売一般販売業を除く。）、薬種商販売業又は配置販売業

における一般用医薬品の販売等の実務に４年以上従事した者 
    ・ 実務経験（見込）証明書 
 （６） 上記（１）から（５）に該当する者のほか、一般用医薬品の販売又は授与に従

事しようとするに当たり、上記（１）から（５）に該当する者と同等以上の知識
経験を有すると熊本県知事が認めた者 

    ア 外国薬学校卒業者等のうち、平成１７年２月８日付け薬食発第０２０８００
１号医薬食品局長通知「外国薬学校卒業者等の薬剤師国家試験受験資格認定の
取扱いについて」で示した薬剤師国家試験受験資格の認定基準と照らし合わせ
て、上記（１）から（３）に該当する者と同等であると認められる者 

     ・ 卒業証書等 
    イ 高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）に基づく

高等学校卒業程度認定試験の合格者であって、薬局、一般販売業（卸売一般販
売業を除く。）、薬種商販売業又は配置販売業における一般用医薬品の販売等
の実務に１年以上従事した者 
・ 認定試験合格書等 
・ 実務経験（見込）証明書 

   ※１ 卒業証書（卒業証明書）に記載されている氏名が願書提出時点と異なる場合
は、戸籍抄本又は戸籍謄本を併せて提出すること。 

   ※２ 平成２０年８月２４日に本県が実施した平成２０年度第１回登録販売者試験 
     を受験した者（欠席した者を除く。）については、受験資格を有することを証

する書類の提出を省略することができる。省略する場合は、願書余白に「平成
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２０年度第１回登録販売者試験受験」と記入すること。 
   ※３ 旧制中学又は高等学校と同等以上の学校として、専修学校、専門学校等は含

まれないため、受験資格の疑義については、事前に各保健所又は熊本県健康福
祉部薬務衛生課に問い合わせること。 

４ 受験票 
   受験票は、平成２１年１月下旬に受験願書受付後、受験者あて送付する。 
   なお、受験票が平成２１年２月３日（火）までに届かない場合は、熊本県健康福祉

部薬務衛生課に問い合わせること。 
５ 願書提出後の注意事項 
   願書提出後に、願書等の内容に変更を生じた場合若しくは誤記等が判明した場合は、

速やかにその旨を願書を提出した窓口又は熊本県健康福祉部薬務衛生課に申し出るこ
と。 

６ 合格発表等 
 （１） 発表日時 
     平成２１年３月１８日（水）午前９時に、熊本県庁行政棟本館１階ホール及び

各地域振興局保健福祉環境部（保健所（熊本市の保健所を除く。））に合格者一
覧表を掲示する。また、熊本県のホームページにも掲載する。 

     合格者には、本人あて合格通知書を郵送するので、電話による合否の問い合わ
せには、一切応じないものとする。 

 （２） 得点に関する開示について 
     熊本県個人情報保護条例に基づく個人情報の開示請求期間は、合格発表の日か

ら平成２１年４月１７日（金）までの午前８時３０分から午後５時３０分までと
する。 

     受験者本人から申し出があった場合に限り、その方の得点を口頭で開示する。 
     開示を希望する者は、合格発表後、受験票を持参のうえ、熊本県健康福祉部薬

務衛生課において開示請求を行うこと。 
７ 問い合わせ先 
  ・ 熊本県健康福祉部薬務衛生課 

郵便番号 ８６２－８５７０ 熊本市水前寺六丁目１８番１号 
電話 ０９６－３３３－２２４２ 

・ 玉名地域振興局保健福祉環境部（有明保健所）衛生環境課 
郵便番号 ８６５－００１６ 玉名市岩崎１００４－１ 
電話 ０９６８－７２－２１４８ 

・ 鹿本地域振興局保健福祉環境部（山鹿保健所）衛生環境課 
郵便番号 ８６１－０５０１ 山鹿市山鹿４６５－２ 
電話 ０９６８－４４－４１２１ 

・ 菊池地域振興局保健福祉環境部（菊池保健所）衛生環境課 
郵便番号 ８６１－１３３１ 菊池市隈府１２７２－１０ 
電話 ０９６８－２５－４１３５ 

・ 阿蘇地域振興局保健福祉環境部（阿蘇保健所）衛生環境課 
郵便番号 ８６９－２３０１ 阿蘇市内牧１２０４ 
電話 ０９６７－３２－０５３５ 

・ 上益城地域振興局保健福祉環境部（御船保健所）衛生環境課 
郵便番号 ８６１－３２０６ 上益城郡御船町辺田見４００ 
電話 ０９６－２８２－００４１ 

・ 宇城地域振興局保健福祉環境部（宇城保健所）衛生環境課 
郵便番号 ８６９－０５３２ 宇城市松橋町久具４００－１ 
電話 ０９６４－３２－１１４８ 

・ 八代地域振興局保健福祉環境部（八代保健所）衛生環境課 
郵便番号 ８６６－８５５５ 八代市西片町１６６０ 
電話 ０９６５－３３－３１９８ 

・ 芦北地域振興局保健福祉環境部（水俣保健所）衛生環境課 
郵便番号 ８６７－００６１ 水俣市八幡町２－２－１３ 
電話 ０９６６－６３－４１０４ 

・ 球磨地域振興局保健福祉環境部（人吉保健所）衛生環境課 
郵便番号 ８６８－００５６ 人吉市寺町１２－１ 
電話 ０９６６－２２－３１０７ 

・ 天草地域振興局保健福祉環境部（天草保健所）衛生環境課 
郵便番号 ８６３－００１３ 天草市今釜新町３５３０ 
電話 ０９６９－２３－０１７２ 

 
 
熊本県公告第７８１号 
  県が設置する公の施設における指定管理者について、次のとおり募集する。 
    平成２０年１１月１８日 
                                               熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
１  指定管理者に管理を行わせる公の施設の概要 
 （１） 名称 



 平成20年 11月 18日 火曜    熊 本 県 公 報          第１１７５７号 10 

        熊本県総合福祉センター（以下「福祉センター」という。） 
 （２） 場所 
        熊本県熊本市南千反畑町３番７号 
 （３） 施設の規模等 
    ア 敷地面積 ２，１９３．０１平方メートル（屋外駐車場 ５１８．７３平方メー 
   トルを含む。） 
  イ 主な建物 福祉センター（鉄筋鉄骨コンクリート造 地下１階 地上５階建、延 
   床面積５，７９０．７０平方メートル） 
 （４） 施設の概要 
     福祉センター（入居団体事務室、受付、管理事務室、熊本県高齢者総合相談セン 
   ター、熊本県介護実習・普及センター、熊本県ボランティアセンター、熊本県福祉 
   人材・研修センター、会議室、研修ホール、電気室、機械室、地下駐車場、屋外駐 
   車場） 
２  指定管理者が行う業務 
 （１） 社会福祉に関する研修及び会議のための施設及び設備の提供に関する業務 
 （２） 福祉センターの使用の許可に関する業務（行政財産の目的外使用許可に関する業 
   務を除く。） 
 （３） （２）に係る利用料金の収受 
 （４） 福祉センターの施設及び設備の維持及び修繕に関する業務 
 （５） その他社会福祉の増進に必要な業務 
 （６） 指定管理者が施設の管理上必要と認める業務 
３ 指定管理者の指定の期間 
    平成２１年４月１日から平成２４年３月３１日まで 
４ 参加資格 
   次の要件のすべてを満たす法人その他の団体であること。 
 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。       
 （２） 熊本県内に事業所を有すること。 
 （３） 熊本県から指名停止措置又は「指定管理者からの暴力団の排除に関する合意書」 
   に基づく指名除外措置を受けていないこと。 
 （４） 労働者災害補償保険に加入していること。       
 （５） 都道府県税、法人税、消費税及び地方消費税等を滞納していないこと。 
 （６） 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続を行っていないこと。 
        また、手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があ 
   り、経営状態が著しく不健全である者でないこと。 
 （７） 賃金不払いに関する厚生労働省からの通報が熊本県知事に対してあり、当該状態 
   が継続している場合であって、明らかに指定管理者として不適当と認められる者で 
   ないこと。 
 （８） 法人その他の団体又はその代表者（役員を含む。）が、次のいずれにも該当しな 
   いこと。 
   ア 禁固以上の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった 
    日から２年を経過しない者 
   イ 公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 
５ 申請の手続 
 （１） 提出書類 
        申請に当たっては、以下の書類を提出すること。 
     ア 指定管理者指定申請書 
     イ 熊本県総合福祉センター指定管理者事業計画書及び収支予算書 
   ウ 参加資格に関する申立書 
     エ 法人等であることを証する書類 
    （ア） 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類 
    （イ） 当該法人の登記事項証明書及び印鑑証明書 
     オ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、収支決算書その 
    他団体の財務状況を明らかにする書類 
     カ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他団体の業務 
    を明らかにする書類 
     キ 労働者災害補償保険に加入していることを証する書類（従業員を雇用していな 
    い事業者は除く。） 
     ク 納税証明書 
      （ア） 法人税、消費税及び地方消費税について未納がないことの証明書 
       （イ） 熊本県の県税（同県税が課税されていない者で県外に主たる事務所又は 
       事業所を有する者にあっては、主たる事務所又は事業所の所在地の都道府 
       県税）について未納がないことの証明書 
       ※納税義務がない場合は、その旨を記載した申立書 
     ケ その他知事が必要と認める書類 
       （ア） 熊本県内事業所に係る従業員名簿及び賃金台帳 
    （イ） 指定管理者からの暴力団排除に関する申立書 
       （ウ） 申請団体がグループを構成する場合、グループ構成員表及び原本証明が 
       なされた協定書（構成員の代表団体、役割分担、代金請求・受領団体等を 
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       明らかにした書類）の写し 
 （２） 申請書の提出先 
      郵便番号８６２－８５７０ 熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
      熊本県健康福祉部健康福祉政策課総務班（熊本県庁行政棟新館３階） 
      電話番号０９６－３３３－２１９２ 
 （３） 提出期間 
        平成２０年１２月１０日（水）から平成２０年１２月１６日（火）までの日（熊 
   本県の休日を除く。）の午前９時から午後５時までとする。 
        郵送の場合は、書留郵便により平成２０年１２月１６日（火）の午後５時までに 
   必着とする。 
        電子メール、ファクシミリでの提出は認めない。 
 （４） 提出部数 
    １１部（正本１部、副本１０部） 
６ 募集要項の交付 
    ５の（２）に掲げる場所で、平成２０年１１月１８日（火）から平成２０年１２月１ 
 ６日（火）までの日（熊本県の休日を除く。）の午前９時から午後５時までの間に交付 
 する。 
  なお、募集要項等を郵送希望の場合は、２１０円分の切手を貼った宛先明記の返信用 
 定形外封筒（角形２号Ａ４版用）を同封のうえ、５の（２）に掲げる場所に請求するこ 
 と。 
７  現地説明会 
 （１） 開催日時 
        平成２０年１１月２８日（金） 午後２時から午後４時まで 
 （２） 開催場所 
        熊本県熊本市南千反畑町３番７号 
    熊本県総合福祉センター３階 第３会議室 
 （３） その他 
        現地説明会への参加を希望される場合は、法人等の名称及び参加者の氏名等をあ 
   らかじめ定められた様式により平成２０年１１月２６日（水）の午後５時までに５ 
   の（２）の場所に提出すること。 
８ 問い合わせ先 
    ５の（２）に同じ。 

 
 
熊本県公告第７８２号 
  県が設置する公の施設における指定管理者について、次のとおり募集する。 
    平成２０年１１月１８日 
                                               熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
１  指定管理者に管理を行わせる公の施設の概要 
 （１） 名称 
        熊本県健康センター（以下「健康センター」という。） 
 （２） 場所 
        熊本県熊本市東町四丁目１１番１号 
 （３） 施設の規模等 
    ア 敷地面積 ８，９１４．１３平方メートル 
  イ 主な建物 本館棟（鉄筋コンクリート造 地下１階 地上３階建、延床面積５， 
   ２９４．２２平方メートル）、訓練棟（鉄筋コンクリート造 地上３階建、延床面 
   積１，０６８．７８平方メートル） 
 （４） 施設の概要 
   ア 本館棟（事務室、入居団体事務室、難病相談・支援センター、大研修室、小研修 
   室、栄養指導室、会議室、トレーニング室、健康教育展示コーナー、機械室） 
  イ 訓練棟（実地指導訓練室、ランニングデッキ） 
２  指定管理者が行う業務 
 （１） 健康に関する教育及び研修を行うための施設及び設備の提供に関する業務 
 （２） 健康づくりのための施設の提供に関する業務 
 （３） 保健医療に関する情報の提供業務 
 （４） 施設の使用許可に関する業務（行政財産目的外使用許可に関する業務を除く。） 
 （５） 施設及び設備の維持及び修繕に関する業務 
 （６） 指定管理者が施設の管理上必要と認める業務 
３ 指定管理者の指定の期間 
    平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで 
４ 参加資格 
   次の要件のすべてを満たす法人その他の団体であること。 
 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。       
 （２） 熊本県内に事業所を有すること。 
 （３） 熊本県から指名停止措置又は「指定管理者からの暴力団の排除に関する合意書」 
   に基づく指名除外措置を受けていないこと。 
 （４） 労働者災害補償保険に加入していること。       
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 （５） 都道府県税、法人税、消費税及び地方消費税等を滞納していないこと。 
 （６） 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続を行っていないこと。 
        また、手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があ 
   り、経営状態が著しく不健全である者でないこと。 
 （７） 賃金不払いに関する厚生労働省からの通報が熊本県知事に対してあり、当該状態 
   が継続している場合であって、明らかに指定管理者として不適当と認められる者で 
   ないこと。 
 （８） 法人その他の団体又はその代表者（役員を含む。）が、次のいずれにも該当しな 
   いこと。 
   ア 禁固以上の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった 
    日から２年を経過しない者 
   イ 公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 
５ 申請の手続 
 （１） 提出書類 
        申請に当たっては、以下の書類を提出すること。 
     ア 指定管理者指定申請書 
     イ 熊本県健康センター指定管理者事業計画書及び収支予算書 
   ウ 参加資格に関する申立書 
     エ 法人等であることを証する書類 
    （ア） 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類 
    （イ） 当該法人の登記事項証明書及び印鑑証明書 
     オ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、収支決算書その 
    他団体の財務状況を明らかにする書類 
     カ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他団体の業務 
    を明らかにする書類 
     キ 労働者災害補償保険に加入していることを証する書類（従業員を雇用していな 
    い事業者は除く。） 
     ク 納税証明書 
      （ア） 法人税、消費税及び地方消費税について未納がないことの証明書 
       （イ） 熊本県の県税（同県税が課税されていない者で県外に主たる事務所又は 
       事業所を有する者にあっては、主たる事務所又は事業所の所在地の都道府 
       県税）について未納がないことの証明書 
       ※納税義務がない場合は、その旨を記載した申立書 
     ケ その他知事が必要と認める書類 
       （ア） 熊本県内事業所に係る従業員名簿及び賃金台帳 
    （イ） 指定管理者からの暴力団排除に関する申立書 
       （ウ） 申請団体がグループを構成する場合、グループ構成員表及び原本証明が 
       なされた協定書（構成員の代表団体、役割分担、代金請求・受領団体等を 
       明らかにした書類）の写し 
 （２） 申請書の提出先 
      郵便番号８６２－８５７０ 熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
      熊本県健康福祉部健康づくり推進課 健康づくり企画・栄養班（熊本県庁行政棟 
   新館４階） 
      電話番号０９６－３３３－２２０８ 
 （３） 提出期間 
        平成２０年１２月１０日（水）から平成２０年１２月１６日（火）までの日（熊 
   本県の休日を除く。）の午前９時から午後５時までとする。 
        郵送の場合は、書留郵便により平成２０年１２月１６日（火）の午後５時までに 
   必着とする。 
        電子メール、ファクシミリでの提出は認めない。 
 （４） 提出部数 
    １１部（正本１部、副本１０部） 
６ 募集要項の交付 
    ５の（２）に掲げる場所で、平成２０年１１月１８日（火）から平成２０年１２月１ 
 ６日（火）までの日（熊本県の休日を除く。）の午前９時から午後５時までの間に交付 
 する。 
  なお、募集要項等を郵送希望の場合は、２１０円分の切手を貼った宛先明記の返信用 
 定形外封筒（角形２号Ａ４版用）を同封のうえ、５の（２）に掲げる場所に請求するこ 
 と。 
７  現地説明会 
 （１） 開催日時 
        平成２０年１１月２８日（金） 午後２時から午後４時まで 
 （２） 開催場所 
        熊本県熊本市東町四丁目１１番１号 
    熊本県健康センター１階 セミナー室 
 （３） その他 
        現地説明会への参加を希望される場合は、法人等の名称及び参加者の氏名等をあ 
   らかじめ定められた様式により平成２０年１１月２６日（水）の午後５時までに５ 
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   の（２）の場所に提出すること。 
８ 問い合わせ先 
    ５の（２）に同じ。 

 
 
熊本県公告第７８３号 
  森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第１項の規定により地域森林計画をたてる
必要があるので、同法第６条第１項の規定により次のとおり公告し、当該地域森林計画の
案を縦覧に供する。 
 なお、当該地域森林計画の案に意見がある者は、平成２０年１１月１９日から起算して
３０日以内に、理由を付した文書をもって意見を申し立てることができる。 
  平成２０年１１月１８日 
                                  熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 縦覧に供する書類 緑川地域森林計画書（案） 
２  縦覧期間 平成２０年１１月１９日から平成２０年１２月１８日まで 
３ 縦覧場所 熊本県農林水産部森林整備課、熊本県宇城地域振興局農林部林務課及び熊

本県上益城地域振興局農林部林務課 
 

 
熊本県公告第７８４号 
  森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定により地域森林計画を変更す
る必要があるので、同法第６条第１項の規定により次のとおり公告し、当該地域森林計画
の変更計画の案を縦覧に供する。 
 なお、当該地域森林計画の変更計画の案に意見がある者は、平成２０年１１月１９日か
ら起算して３０日以内に、理由を付した文書をもって意見を申し立てることができる。 
  平成２０年１１月１８日 
                                  熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 縦覧に供する書類 白川・菊池川地域森林計画変更計画書（案）、球磨川地域森林計 
          画変更計画書（案）及び天草地域森林計画変更計画書（案） 
２  縦覧期間 平成２０年１１月１９日から平成２０年１２月１８日まで 
３ 縦覧場所 熊本県農林水産部森林整備課、熊本県玉名地域振興局農林水産部林務課、 
       熊本県鹿本地域振興局農林部林務課、熊本県菊池地域振興局農林部林務課、 
       熊本県阿蘇地域振興局農林部林務課、熊本県八代地域振興局農林水産部林 
       務課、熊本県芦北地域振興局農林部林務課、熊本県球磨地域振興局農林部 
       林務課及び熊本県天草地域振興局農林水産部林務課 
 
 
 
 
 
熊本県公益認定等審議会公告第２号 
 平成２０年度第３回熊本県公益認定等審議会を次のとおり開催する。 
  平成２０年１１月１８日 
                             熊本県公益認定等審議会会長 原 田  卓    
１ 開催日時 
  平成２０年１１月２７日（木） 
  午前９時３０分から正午まで 
２ 開催会場 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県庁行政棟本館１３階展望会議室 
３ 主な議題 
 (１) 「公益認定等ガイドライン」の改正及び「移行認定又は移行認可の申請に当たっ 
   て定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」について 
 (２) 県内所在の現行公益法人の概要について 
４ 傍聴人の定員 
  １０人 
５ 傍聴手続 
 (１) 傍聴人は事務局の指示に従い、審議会の開催会場に入ることができる。 
 (２) 傍聴の受付は、開催会場前において開催予定時刻の３０分前から行い、傍聴人の

定員を満たした時点又は開催予定時刻になった時点で終了する。 
 (３) 傍聴人の決定は、受付先着順とする。ただし、受付開始時点ですでに定員を超え

る希望者があった場合は、抽選により決定する。 
６ 問い合わせ先 
    熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県公益認定等審議会事務局（熊本県総務部私学文書課法制・公益法人室） 
  （電話０９６－３３３－２０６６） 

 登載依頼 


